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１【提出理由】

本投資法人の運用の基本方針を一部変更しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容

等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

（１）変更内容

本投資法人の資産運用会社である日本ビルファンドマネジメント株式会社は、平成26年８月14日付けで、本投資法人

に係る資産運用ガイドラインに関して、一部変更を行いました。

 

上記変更に伴い、平成26年３月28日付にて提出された第25期有価証券報告書の一部を以下のとおり変更いたします。

　　の部分は変更箇所を示します。

 

第一部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

１　投資法人の概況

（２）投資法人の目的及び基本的性格

（中略）

 

＜変更前＞

（注）本書中で、東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。

東京都心部
都心９区（東京都千代田区、港区、中央区、新宿区、品川区、渋谷区、豊島区、文京区及び目

黒区）

東京周辺都市部

東京都心部以外の東京都14区及び都下・郊外（１都６県（東京（東京23区を除きます。）、神

奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木））に所在する都市（武蔵野、立川、横浜、川崎、千

葉、柏、さいたま等）

地方都市部
上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大

阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）

 

＜変更後＞

（注）本書中で、東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部とは、それぞれ以下の地域を指すものとします。

東京都心部 東京23区

東京周辺都市部
１都６県（東京（東京23区を除きます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬及び栃木）に所

在する都市（武蔵野、立川、横浜、川崎、千葉、柏、さいたま等）

地方都市部
上記以外の道府県に所在する主要都市（札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大

阪、神戸、岡山、広島、高松、福岡、熊本等）
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２　投資方針

（１）投資方針

②　投資態度

（ア）ポートフォリオ構築方針

（中略）

＜変更前＞

地域 具体的な地域 地域の基本特性
組入

れ率

東京都心部 都心９区

千代田区・港区・中央

区・新宿区・品川区・

渋谷区・豊島区・文京

区・目黒区

・地方都市部と比較し、相対的に賃料水準は高く、空室率

は低い。また、相対的にマーケット（賃貸・売買）の規

模が大きく、成長性が高い。

・利回りは相対的に低い。

・売却時における流動性は相対的に高い。 70％

以上

東京周辺

都市部

その他23区 上記以外の14区

・東京都心部と地方都市部の中間的な基本特性を有する。都下・郊外

（注）

武蔵野・立川・横浜・

川崎・千葉・柏・さい

たま等

地方都市部
主要な地方

都市

札幌・仙台・新潟・静

岡・浜松・名古屋・京

都・大阪・神戸・岡

山・広島・高松・福

岡・熊本等

・地域特性によるが、東京都心部と比較し、相対的に賃料

水準は低く、空室率は高い。また、相対的にマーケット

の規模が小さく、成長性が低い。

・利回りは相対的に高い。

・売却時における流動性は相対的に低い。

30％

以下

（注）１．「都下・郊外」とは１都６県（東京（東京23区を除きます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木）を指します。

 

＜変更後＞

 

地域 具体的な地域 地域の基本特性
組入

れ率

東京

都心部

 
うち

都心５区

千代田区・中央区・港

区・新宿区・渋谷区

・地方都市部と比較し、相対的に賃料水準は高く、空室

率は低い。また、相対的にマーケット（賃貸・売買）

の規模が大きく、成長性が高い。

・利回りは相対的に低い。

・売却時における流動性は相対的に高い。 70％

以上

東京23区 上記以外の18区

東京周辺

都市部

都下・郊外

（注）

武蔵野・立川・横浜・

川崎・千葉・柏・さい

たま等

・東京都心部と地方都市部の中間的な基本特性を有す

る。

地方

都市部

主要な地方

都市

札幌・仙台・新潟・静

岡・浜松・名古屋・京

都・大阪・神戸・岡

山・広島・高松・福

岡・熊本等

・東京都心部と比較し、相対的に賃料水準は低く、空室

率は高い。また、相対的にマーケット（賃貸・売買）

の規模が小さく、成長性が低い。

・利回りは相対的に高い。

・売却時における流動性は相対的に低い。

30％

以下

（注）１．「都下・郊外」とは１都６県（東京（東京23区を除きます。）、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木）を指します。

 

（２）変更の年月日

平成26年８月14日
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